
座間市週休２日制確保工事 実施に係るフローチャート 
 

・原則として、３００万円以上の工事を対象とします。 

※その他詳細については、座間市週休２日制確保工事実施要領ほか関係書類を御確認ください。 

 

○発注者指定型の場合（当初設計で週休２日制確保のための補正済） 

 

 

 

                                  

                                     

 

 

                                 

 

                            

 

         

 

                           

 

                                

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

入札案件概要書及び特記仕様書に「発注者指定型」である旨を記載 

 

 

発注者指定型による週休２日制確保工事の落札、契約後に「様式１・様式

２・様式２別紙・３」Excelの入力シートに必要情報を入力する。併せて、

工事工程表等にも同様に記載し、施工開始する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事完成に際し、様式３（現場閉所履行報告書）の提出 

・土木系工事の場合…完成届出提出日２０日前 

・建築工事・機械設備工事・電気設備工事の場合…完成届出提出日３０日前 

（設計金額（税込み））が１億５,０００万円以上の場合は４５日前 

 

 

 

施工期間中は、様式２（現場閉所実績報告書）及び様式２別紙を提出する。

（当月分を翌月５日まで（毎月）） 

 

工事実施の結果 

・４週８休以上の確保が達成できた場合 

経費に掛かる補正等の変更なし（設計当初より補正済みのため） 

 現場閉所実績に応じて、工事成績評定で加点 

・４週８休以上の確保が達成できなかった場合 

未達成が確定後に経費補正分を減額する 

※工事成績評定の減点は基本的には行わないが、明らかに受注者側に週休 

２日に取り組む姿勢が見られなかったときは、減点する場合あり 



○発注者指定型では無い場合（受注者希望型）  
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施工前に発注所管課へ様式１（週休２日工事実施協議書）を提出し、協議を

行い決定する。決定次第、「様式１・様式２・様式２別紙・３」Excelの入

力シートに必要情報を入力する。併せて、工事工程表等にも同様に記載し、

施工開始する。

入札案件概要書及び特記仕様書には特段の記載はありません 

 

 

通常工事 

発注者指定型ではない工事案件を落札、契約し、施工前に当該工事を週休２

日制確保工事として希望する場合 

 

 

 

 

 

 

工事完成に際し、様式３（現場閉所履行報告書）の提出 

・土木系工事の場合…完成届出提出日２０日前 

・建築工事・機械設備工事・電気設備工事の場合…完成届出提出日３０日前 

（設計金額（税込み））が１億５,０００万円以上の場合は４５日前 

 

 

 

施工期間中は、様式２（現場閉所実績報告書）及び様式２別紙を提出する。

（当月分を翌月５日まで（毎月）） 

 

工事実施の結果 

・４週６休以上の確保が達成できた場合 

現場閉所実績に応じて、経費増に掛かる補正の設計変更 

 現場閉所実績に応じて、工事成績評定で加点 

・４週８休以上の確保が達成できなかった場合 

未達成の場合には経費の補正等を行わない 

工事成績評定への減点は行わない 


